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Thepurposeofthisarticleistomakeacomparativeanalysisofeducational

administrativeorganizationsineightSoutheastAsiancountries.

Atpresent,thedeveloping countriesinSoutheastAsiaaremakingamaximum

efforttoestablishanddevelopeducation,andthisfactnaturallyinvitesstrongnation-

alconcernforeducationalaffairs. Each country hasalreadyestablishedarefined

structureofeducationaladministration,planningtoputforward strongprogramsof

education.Anunbalanceisobserved,however,betweenthewellorganizedadminis-

trativestructureanddevelopmentofeducationitself.Theheavilycentralizededuca･

tionaladministration bringastillstrongercentralizingtendency,thusstrengtllening

already consolidated structuresofeducationaladministration.Astheresult,these

countrieshavecometohaveacompletesetofcaref1111y organized administrative

systemswhichsometimessurpassesthoseofadvancedcountries.

Thelargestproblemsthepeoplewhoareconcerned abouteducation inthese

countriesmustfaceistoputthestrongeststressonthedevelopmentofeducation

itself,departingfrommereconcernabouttheestablisllmentOfadministrativesystems･

Itisthebeliefoftheauthorthatsuchacomparison asthatattempted here

willbefruitfulforthestudyofcomparativeeducationaswellasthecomparative

studyofadministration.

1 序 言

ここに述べようとす るのは, 東南 アジア八カ国における 教育行政機構の 比較検討論1) であ

るが,それ は一方 においては, これ らの 諸国における 教育事象全般 についての 比較研究論2)

1) 東南アジア諸国のみならず,各国の教育行政機構について比較検討したものはほとんど見当たらず,
わずかに,Th.L.Reller,E.L.Morphet:ComparativeEducationalAdministration.Pren-
tice-Hall,1962.438p.あるのみである｡ただし,この書においては東南アジア諸国中,フィリピン

について述べているにすぎない｡

- 2-



東南アジア諸国比較教育行政機構論

- 比較教育学的諭義- の一環をなす ものであり,それはまた他方 においては,これ らoj諸

国における一般行政機構論3)の一部を構成す るものと考えられ る｡

わが教育基本法第10条の規定にい うように,一般に教育行政は,教育目的到達のための手段

的意義を有す るものであり(教子洋子政の手段的特質),同様に教育行政機構 ･組織 もまた,教育

行政の円滑な遂行のための手段として設けられているものということができよう｡本来,数日

行政機構 ･組織,あるいはまた教育行政作用のごとき教育行政に関す る事項は,公教育の発tj:.,

勃興にともなって必然的に生 じ来たったものである｡ ここでいう公教育とは,図･地方公共団体

のような公権力団体が関与 し, 自ら営むところの教育をし〕うのである｡このような関係から,

教育行政およびそれに関する機構は,公教育 自体ときわめて密接な連関を有す るのであり,公教

育の普及発達のために教育行政,教育行政機構の整備が前提要件 とも考えられ,教育行政機構の

整備が見 られて初めて,そこに公教育の振興発展の実現が期 し得 られ るといってよいのである｡
●●●●

以上の一般的原則にもかかわ らず,東南アジアにおいては,現在いささか趣きを異にする現

象が認められ るのである｡それはなにかというと,この地域の若干の国においては,教育行政

機構が相当整値され,近代化 されているにもかかわらず,公教育はもちろん一般の教育につい

て必ず しも振興発展の段階に達 しているとはいえない現情にあることである｡ これは,いわば

教育行政およびその機構 と教育 自体との両者のあいだに一種の政行的状態が存在するというこ

とであろう｡今,このような事態のよって来たる所以をあげると,一般に新興独立国家におい

ては,まずなにをおいても制度,機構の整備確立 ということを先決問題と考える傾きがあり,
●●●

実質的な制度の活用や充実というような事項はとか く後廻 しにされがちであるということが見

られ るのである｡いずれにもせよ,後に述べ るように,東南アジア地域においては,いずれの

悶たるとを問わず,強大な教育要求,教育に対す る異常な熱意が存するにもかかわ らず,教育

振興の実がいまだそれほどあがらず,いたず らに教育行政の機構倒れの感なきにLもあらずで

2) 教育事象全般についての比較研究諭,すなわち各国教育についての比較教育学的文献は, J.F.Cra-
mer,G.S.Browne:ContemporaryEducation-AComparativeStudyofNationalSystems.
Harcourt,BraceandCompany,1956.637p.がある｡しかし,この書においても,東南アジア諸
国申,インドネシア,フィリピン,タイについて触れているのみである｡ このほか, A.H.Moeh1-

man:ComparativeEducationalSystems.NewYork,1963.300p.があるOなおまた,全般的な

教育資料としては,EducationinAsia.ResearchBureau,MinistryofEducation,Japanin
c0-OperationwithUNESCO 1964.218p.があるが,これも教育行政機構については触れることが

少ない｡論文としてほ,相良惟- ｢東南アジアの教育事情｣『文部時報』964号,文部省調査局,1957年
pp.28-33.同 ｢アジア諸国の教育制度｣『アジア問題』8巻 2号,アジア協会,1958年 pp.10-19.同

｢東南アジア諸国の教育行財政｣『時事通信内外教育版』1615号,時事通信社 1964pp.2-8.等がある｡
3) 一般行政機構論と しては,古くは Goodnow の ComParativeLaw,邦訳浮田和民 『比較行政法』

があるが,新しくは小倉庫次著 『各国の地方行政』有斐閣, 昭和39年 226p.がある｡ この書も東南

アジア諸国の地方行政およびその機構についてはほとんど触れるところがない｡東南アジアの行政お
よび機構について述べているものは,S.S.Hsuehed.:PublicAdministrationinSouthand
SoutheastAsia.InternationalInstituteofAdministrativeSciences,Brussels,1962.p.256.
がある｡
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あるということは,惜 しみてもあまりあることといわなければなるまい｡

2 各国の強度の教育要求

各国の教育行政機構そのものについて述べる前に,教育に関 し,東南アジア各国を通 じて見

られ るところの一般的,共通的な傾向なり,特色なりについて論ずることはあながち無意味な

ことではあるまい｡東南アジア八カ国は,ただ唯一の例外であるタイを除き,いずれ も第二次

世界大戦以前においては欧米列強の植民地たる地位におかれていたのであるが,現在新興の意

気高 らかな独立国として登場 している｡このように発足 日も浅い国家の常として,社会 ･経済

の発展等においては,相互間に若干の差異はあっても概 して低開発国群に属 し,いずれ もいわ

ゆる developingcountriesであるということができよう｡ このことは,教育の面においても

同様であり,この地域内の国のうちには,教育的先進国もなければ,また教育上きわめて立ち
●■●

お くれて収 しゆうがつかない状態にある国も特に存在するわけではない｡すなわち,教育的見

地に立 っていうならば,各国相互間にそれほど差異が兄いだされ るとはいえないのである｡そ

れのみか,かえって東南アジア諸国を通 じ,教育に関 して見 られる一つの大きな共通的現象が

存在するといえる.それは,ほかでもないDいずれの国にも見 られ る,異常なばか りの教育熱

であり,教育の振興発展についての国をあげての努力である｡こんにち,世界をあげて,いわ

ゆる教育的爆発の時代にはいったといわれ るのであるから,以上の現象はなにも東南 アジアに

限 って見 られるものではないともいえよう｡ しか し,この地域に関 しては,特に教育の振興普

及に揮身の努力を傾けなければならない特殊の事情が存在するのである｡以下,順をおってそ

れについて説明を加えよう｡

まず第一に,この地域の国々はタイを除き,戦前ことごとく他国の植民地であった関係上,

従来教育に関する限 り,ほとんど手を施すこともな く放置された状態にあったのであり,いわ

ゆる教育的空自状態におかれていたといえる｡それで,現在なにをおいても,その空自を埋め

るために各段の努力を傾注 しなければならない,止むに止まれぬ事情に迫 られている｡従前,

住民のほとんどすべては,目に一丁字なき文盲であったのであり,また学校教育は宗教団体の

手により細 々と行なわれていたのにとどまる｡このようなことは,タイをも含めどの国にあっ
●●

てもほぼ同様であったといえよう｡こんにち,いずれの国も,独立早 々なすべきことがあまり

にも多いにもかかわらず, 強力な国家の教育関与によって, 文盲の根絶, 義務教育制度の制

定,整備に努力を傾注 している最大の理由は,ひとえにここにあるのである｡教育振興に国を

あげて努力せざるを得ない第二の理由は,東南アジア諸国のどとき新興独立国家においては国

造 りと教育- 人造 り- との間に密接な関連が兄いだされる.由来,新興国家はまず国民の

国家的意識,ナショナ リズム高揚のため,教育の力をか りるを常とす る｡わが明治中期に見 ら

れ る事例などまさに適例であるが,今や国造 りに汲 々たる各国は,それと平行 して人造 りに最
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大の力点を置き,国家の精神的基礎をつちかっていかなければならないのである｡ これ らの国

には, 政治の安定, 経済開発など, 緊急に解決を迫 られている問題が多々あるにもかかわ ら
●●●

ず,教育に力を入れざるを得ないせつぱっまった事情は以上で明らかであろう｡教育振興に国

をあげて努力 している第三の理由を述べよう｡それは人口問題と開通 している｡いうまでもな

く,東南アジア各国はいずれも人口激増という深刻な問題をかかえている｡インドネシアの人

口はすでに一億を突破 したし,タイのように従来比較的人口増加が著 しく見 られなかった国に

あってす ら,現在出生率の激増によって年間百万人以上の人口増加を見 るにいたっている｡人

口問題は即経済問題でもあるが,それはまた教育問題にも通ずる｡なぜな らばこれ らの人口に

教育を与えなければな らないからである｡蒐大な教育人口の増加は,現在いずれの国の教育行

政当局にとっても最大の頭痛の種である｡とにか くアジア地域の人口増加の勢いは想像をこえ

たものがあり,国連の最近の統計によれば.アジア全域は面積においてこそ世界の六分の一に

すぎないが,人口においては実に世界総人口三十一倍の半数以上の十六倍がこの地域に住んで

いるというのである｡それで,東南アジア諸国も増加の勢いを増 してゆ く人 々に教育の機会を

与えなければならない切実な問題に直面 しているのである｡教育振興が東南アジア諸国にとっ

て最重要な国策である第四の理由をつぎにあげてみよう｡それは,他のアジア地域あるいはア
●●●●

フリカなどにおいても若干事情が同じであろうが,それは共産主義対策として教育によりたの
●
むところがきわめて多いということである｡こんにち,いずれの地域にもまして共産主義勢力

●●●●
の影響を受けざるを得ず,現にそれについての脅威をひしひし感 じているcc日は,地理的な関係

もあり,どこよりもそれは東南アジア地域でなければな らない｡このことは,対外的問題とし

てもまた国内の関係にあってもそうなのである｡興味あることは,ビルマ,インドネシア,カ
●●

ンボジアというような,外交路線においては,中立的,もしくは著 しく中共よりと見 られてい

る国でも国内においては,いずれかというと共産主義勢力を抑えようという傾向が見 られ るこ

とである｡そ して,国内において共産主義と対決 し,それを抑圧 しようとするために用いられ

る対抗手段として,教育と宗教の両者の力をかりることが一般的に見 られ る.このことは,正

に ｢思想には思想をもって｣ということであろう｡宗教の問題については,つぎに述べるが,

とにか くこの地域では,迫 りくる共産主義の怒涛 に対 して教育の普及振興という防波堤によっ

て対処 し,教育を して共産主義思想に対する障壁的役割を果たさせようとしているのは,宗教

の場合とまった く同様というべきである｡インドネシアにおける共産党の勢力は,非共産主義

国家における最大のものといわれ るが,それには文盲の多い農民大衆の支持があずかって力が

あるといわれる｡東南アジア各国は民生の安定に努めるとともに,精神的には教育,宗教の力

で共産主義に対決 していこうというのであるOけだ し,どの地域にもまして教育に力点をFl'二か

ざるを得ない所以である｡つぎに,教育振興の要因としての宗教について述べよう｡東南アジ

ア各国は,-,二の例外を除き,いずれも特定宗教を国教としている,いわゆる宗教国家であ
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る｡宗教に対 してあまり関心を持たないわが国においては,案外 このようなことはそれほど注

目されていないが, この地域における宗教の 演ずる役割は 看過できないほど大きなものがあ

る｡まず, ビルマ, タイ, カンボジア, ラオスはいずれも仏教を国教としており,マレイシ

ア,インドネシアは回教,フィリピンおよびかってのゴ ･ジンジェム政権下の南ベ トナムはカ

トリックが大きな勢力を占めていた｡ これ らの宗教はいずれもそれぞれの 国における 国民生

宿,特に教育と密接な関係を持ち,教育の普及に重要な役割を演 じているといってよい｡東南

アジアにおいて,宗教が近代化を促進する要因と考えられるか否か,あるいはまたそれを阻止

する役割を演 じたかどうかは,議論の余地が存するところであるが,少な くとも教育に関する

限 りは,宗教団体の役割や功績を無視 し得ないものがあるといってよかろう｡かつてと同様,

こんにちといえども,東南アジア諸国においては,国民教育の相当部分は,宗教団体の手によ

って依然として行なわれているのである｡とにか く,各国の教育振興や普及は,宗教団体のな

み大低でない努力によることが多いということができるのである｡
●●●

以上に述べたような教育振興の一般的風潮は,教育についての国家関与の度合いをいやが上

にも強化 してやまない｡そして,国はその場合,教育に関する制度特に教育行政の制度 ･機構

の整備強化という手を打ち,その上,学校等教育機関の制度の充実確立に手を及ぼ してゆ くの

である｡上に,東南アジア諸国の教育行政機構の整備が教育自体の普及振興の現状と不釣合い

であるということを述べたのであるが,この間の事情は,以上述べたところによって一応明ら

かにされたことと思われ る｡

3 各国別の教育行政機構4)

ここで各国別にそれぞれの国の教育行政機構について述べ,比較検討を加えてみよう｡

最初に, ビルマについて述べる｡ この国は現在連邦制をとることは, 正式の国名を Union

ofBurma といっていることか らしても容易に知ることができる｡国内に多 くの少数民族をか

かえており, しかもそれ らに高度の自治を認めている関係上,この国は地方分権的統治方式を

採用 している｡このことは,いうまでもな く戦前イギ リスがこの国を支配 していたときか らそ

うであったのであり,5)現在のビルマ自体, 英領インドの-州にすぎなかったのである｡ 地方

分梅的体制 は独立後ひきつずいて 採用され, 教育行政についても同様であった｡ しか しなが

ら,現在はむ しろ中央集権的や り方をとっている｡というのは,この国は内乱に近い国内騒乱

4) 各国別の教育行政機構を紹介したものとしては,UNESCO:WorldSurveyofEducationI,Edu-
cationalOrganizationandStatistics.Paris,1955.943p.があるが,あまりup-to-dateとはい
えない｡このたび,この小論を執筆するにあたって,1960年にパキスタン,カラチで開催されたアジ

ア地域初等教育会議に際し用いられた諸資料および, 自分が1957年,1960年,1964年の3回にわた
る東南アジア諸国出張の際,各国政府より入手した資料等によった｡

5) ビルマの地方行政制度については,前掲 『各国の地方行政』において,いわゆるイギリス ･グループ
に入れている (p.13)｡
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にともない,軍部の独裁政治が行なわれるにいたり,なお社会主義的政策が強 くうち出され,

中 央政府が強力に施策を遂行する Lll央集権的体制 に切 り換えたからであるO このようなこと

は,いうまでもな く,教育行政に関 してもその例外ではなかった｡すなわち,従来初等教育は

都市では地方 自治体,農村地吊では地区協議会が所管 していたが,1950年に設置された教育政

策委員会は,教育行政を地方分権から中央集権方式に移行するを可とする旨の勧告を行ない,

同年制定された初等教育法はその趣 旨を法文中におりこんだのである｡なお,文部省が中央の

教育行政機関であることは,他の国の場合と同じであるが,これも現在強大な権限を有 してい

る｡それは,大臣のもとに総務長官, さらにその輩下に公教育局長がおり, 公教育局長は研

究,教育課程,学事指導,義務教育に関する四部を統轄 している｡なお,文部省は一 切の学校

を所管するが,僧院学校は他省の管轄下にある｡これ らの学校は仏教団体によって経営され,

相当多数を占め,ビルマの教育の普及発展に大きな役割を果たしている｡文部省のほかの教育

行政機構としては,1960年に設置を見た教育計画実施委員会というものがある｡この委員会は

国全体の教育計画の立案審議を行なうものであり,委員長は文部大臣があたり,別 に国家計画

省大臣もこれに加わっている｡ なお,1960年には,首都ラングーンの初等教育行政が苗より国

に移管され,初等教育は完全に文部省が掌握することになり,中央集権的教育行政が確立する

にいたった｡ このような中央集権体制-の移行は,過去における教育行政が極端に地方分権化

されていたため弱体かつ非能率的であったということにも理由が求められるのであるが,主た

る理由は社会主義的政権の樹立ということにあったといわれ る｡ しか し,教育や教育行政の民

主化という観点から,現在の中央集権的や り方はあ くまで暫定的な措置にすぎず,いずれ情勢

の推移にともない,地方分権主義的方式に復帰すべきであるという主張が見 られるのである｡

すなわち,1953年の民主的地方行政法にもとづ く地方 自治体が各地方において根をおろし,そ

の組織権限の確立を見るようになり,他方において国内の治安が回復すれば,再び教育行政の

地方分権に復帰することが予見されているのである｡

つぎに,マレイシアについて述べる｡この国も旧マラヤ,シンガポール,北ボルネオのサラ

ワクなどによって構成されている連邦であり, したがって当然地方分権国家6)である.そのう

ち,旧マラヤは数州に分かれ,1956年,国会に設けられた教育に関する委員会の勧哲と,これ

にもとづいて制定された1957年の教育令によって,各州にそれぞれ教育行政を行なう部局すな

わち地方教育当局が設置され ることになった｡この地方教育当局は,それぞれの所管地域内の

初等教育と職業教育に関する行政を行なうことになっており, その長は 地方教育主任官であ

る｡このような地方教育当局のうち,満足に機能を果たしているものは,わずかに首都のクア

ラルンプールのそれのみであるといわれていた｡それで,1960年に国会の教育改革委員会は,

6) 前掲 『各国の地方行政』は,マラヤもイギリス･グループに属するとしている (p.13)｡
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各州に地方教育当局を設置することは, しばらく猶予すべきであるとの勧告7) を行なったので

ある｡ シンガポール,北ボルネオ地方においては,従来からそれぞれ独 自の権限を行使 してい

る教育行政機関が存在 していたのである｡ 特に, シンガポールのそれは, 文部省 とよばれ,

文部大臣がシンガポールの教育行政を掌握 していた｡ シンガポールはその後マレイシア連邦の

一部となったので,現在は文部省 といわず,教育局と改称されたが,教育局長官は依然として

相当程度の自主的権限をもち, したがって直接には連邦文部大臣の命令監督下に立たない｡こ

のことは,北ボルネオ地方の教育行政機関についてもまった く同様である｡マレイシア連邦の

中央教育行政機関は文部省であり,大臣のほか副大臣を有する｡文部省内の部局として大きな

権限を認められているのは,視学局と教員養成局であるが,視学局の権限はある程度独 自のも

のである｡それは諸学校における授業の水準の維持向上をはかること,連邦の教育政策の適正

な実施を確保することなどを任務とし, なおすべての学校の現状を 文部大臣に 直接報告す る

とともに,教員に専門的助言を行なっているのである｡ 教員養成局は, 若干の教員養成学校

(teacherscolleges)を所管 している｡ なお,この国 において大学は国立のものとしてはマラ

ヤ大学あるのみであるが,これは文部省の所管下にはない｡マラヤ大学はイギ リス方式の管理

機関によって管理されている｡マレイシアはマレー系,中国系,インド(タミル)系の三民族よ

りなる複合国家であり, したがって言語問題も複雑である｡なお,イスラム教が国教であるが,

キ リス ト教の勢力もつよい｡ このような言語,宗教の関係から教育に関 しても多 くの問題が存

在するが, 教育制度は比較的整備されており, このことは教育行政制度についても 同様であ

る｡これは,旧本国であるイギ リスの影響がいまだに存在 しているからであると考えられ る｡

つぎにタイの教育行政機構8) について述べる｡タイの中央教育行政組織9) は,おそらく東南

アジア諸国のそれのなかで最 も整備されたものであり,ある意味において,わが国の教育行政

組織よりも,多 くの長所を有するものであるといってよい｡タイは終始中央集権的体制をとっ

ている関係上,教育行政についてもまった く同様,相当強度の中央集権的行政が見 られ,国の

教育行政機構は強大な権限を有する｡文部省がまず中央の行政機構であるが,これは教育行政

の実施執行にあたる機関であることは,他国の場合と異ならない｡ しか し,タイでは特に文部

省のほかに国家教育会議 (NationalEducationCouncil)というものが設立されている｡ これ

は,内閣総理大臣を議長とし,各階層の人々からなる77人の委員で構成されている｡この会議

は事務総長以下の事務職員を擁 し,教育政策の審議立案にあたるのである｡1958年以降,大学

の管理も文部省からこの機関に移管された｡国家教育会議とならび,同じく総理大臣を議長と

7) ReportofikeEducationalRevieu)Committee,1960による0
8) タイの教育行政組織については, タイ文部省発行の RePortonEducationalDeveZoPmentsに詳

しい｡
9) 前掲 EducationinAsia中タイの中央教育行政機構は詳細をきわめている (p.13)0

- 8-



東南アジア諸国比較教育行政機構論

す る国家研究会議 (NationalResearchCouncil) という機関があるが, これは 学術行政を所

管す る｡以上の二つの会議はともに常設の機関であり,わが国の国家公安委員会,教育委員会

のごとき行政委員会である｡ このような機関が中央の教育行政機関として設置されていること

は,教育行政の中立性を保持す るため,きわめて適切な措 置である｡わが国においてたびたび

論議されていてもいまだこのような措置は実現を見ていないのであるが,すでにタイにおいて

見 られ ることは興味深い｡なおまた,国家教育会議 と文部省という二本建の構成が見 られ るこ

とも, policymakingの機関と executionの機関との分離 ということであり, 一応適切な措

置と考えられよう｡なおまた,大学はわが国その他多 くの国において見 られ るように文部省が

所管せず,国家教育会議のごとき行政委員会を してその外部管理 にあたらせていることも併せ

考えるとき, これまた妥当なや り方であるというべきであろう｡ ここで,文部省の機構につい

て述べると,初等 ･成人教育局以下八局で構成 されている｡そのうち,宗務局は他国にあまり

類例を見ないほど整備されたこの国の宗教行政事務,宗教教育に関する事務を行なう部局であ

る｡仏教を国教とするこの国においては,仏教の勢力が強大であることはいうまでもない｡バ

ンコクには仏教団体の設置す る仏教大学が二つあ り,また公立学校において仏教による宗教教

育が正科 となっているが,私立学校においてさえ,宗教教育を行なうことが義務 とされている｡

上記の宗教局には, 宗教教育課が設けられ, ここでは学校における宗教教育の教育課程の作

成,実施に関す る事務を所管す る｡なお,この局には chaplain課があり, これは学校や軍隊

付きの僧侶である chaplainに関す る事務を行なうのである｡なお,現在タイには20万 と称 し,

あるいはまた30万 ともいう山地系住民 (HillTribalPeople)がお り, これ らのタイ化 という

ことが大きな問題になっている｡そ してタイ化促進の一方策 として,これ ら少数民族の子弟の

教育問題に留意 していることは,他のアジア諸国を通 じて見 られ る共通現象である｡LLt地系住

民に関す る行政は現在一応内務省が所管 しているため,これ らの住民の教育についても,内務

省が所管 しているが, これは本来文部省の手に移すべき問題であるとの論が最近 しきりになさ

れている｡現在,文部省には直接 これ についての部局は存在 しないが,いずれは文部省内にこ

れに関す る事務を専門す る部局が設けられ ることが予想されている｡大学行政については,す

でに述べたように,文部省ではな く国家教育会議 という合議体の機関によって行なわれ るので

あるが,形式的には,国立大学はすべて内閣総理大臣に直属 し,国家教育会議は政府 と各大学

相互間との連絡調整に任ずることになっているのである｡ ここで,タイの地方教育行政 につい

て述べよう｡タイは,全国を71の州,489の県,4,866の郡,41,378の村 に分けているが, これ

らは一般行政上の区画であり,教育行政に関す る限 り,全国を12の教育管区に分け,数州をも

って-教育管区としている. この教育管区にはおのおの胃区長官が置かれ,それは文部大臣が

任命す る｡管区長官は管区内の教育について勧告あるいは指導を行な う｡各州の首長は知事で

あるが, これ も官選である｡知事は州内の公立学校の人事行政を行なうのである｡なお,各州
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には州教育官,各県に県教育官がいるが,これ らの教育官は行政官というよりはむ しろ,各段

階の学校の指導視察を行なうところの視学官のごとき性格を有する｡小学校の管理は,州,県

等の地方公共団体の機関である参事会が行なうのであるが,中学校,職業学校,教員養成学枚等

は文部省が直轄する｡以上がこの国の地方教育行政組織であるが,総括的に見 ると,現在のと

ころは,強度の中央集権的行政が行なわれているが,徐 々に地方分権的要素を加味 してゆ くこ

とが現在検討されており,教育財政の面などについては,一部分すでに実施に移されている.

南ベ トナム,カンボジア,ラオスの旧仏領インドシナの三国について述べる｡この三国は行

政に関する限 り,旧宗主国であるフランスのパター ンを今なお忠実に踏襲 し,徹底的な中央集

権的体制10)が見 られる｡このことは,教育行政についても同様である｡南ベ トナムは現在アメ

リカの強い影響下にあり,その反面 フランスの影響力は今や影 うす くなったとはいえ,教育や

教育行政に関 しては,まだまだフランス的色彩が相当残存 しているといってよい｡ ラオスにつ

いても同じことがいえよう｡ しか し,この国は内乱あいつぎ,ビエンチャンにある中央政府の

威令の及ぶ範囲はきわめて限 られているのであるが,その地域におけるフランスの影響は依然

として強大である｡カンボジアは数年前アメ リカと関係を断ち,外交路線は著 しく左 よりにな

ったが,その反面 フランスとはきわめて友好的な関係を保持 し, 自由主義諸国家中,文化協定

を結んでいるのはフランスのみであり,多数のフランス人の派遣教師をかかえ,教育,文化の

面 に関 しては,さながらフランス一辺倒の有様である｡このように,三国を通 じ,フランス統

治時代の影響が今なお強 く見 られ るということは,その原因や理由はさておき,まことに興味

深 く思われ るのである｡フランスの教育行政組織はナポレオン一世時代以来, すでに 150年の

歴史を有するが,世界で最も整備された中央集権的体制を保持 している｡これがそのまま旧植

民地であったこの三つの国に移 し植えられ,今なお存続 しているのである｡文部大臣を頂点と

するピラミッド型の教育行政機構,文部省を国民教育省(Minist主redel′Educationnationale)

と呼ぶこと,国 ･公立学校教職員はすべて国家公務員であること,視学制度が発達 しているこ

と,教育課程などの教育内容はすべて中央において決定されること,大学にいたるまで,すべ

ての学校の所管は中央において行なわれること,中央に多 くの審議会,諮問機関があ り,そこ

で中央集権の行過 ぎや弊害を矯正 していることなど,どれ一つとして,フランスのや り方にな

らったものでないものはないのである｡ このように,これらの三国がフランス型の集権的教育

行政を固持 している理由は,想像す るに,このようなや り方 自体に多 くの長所があることのほ

かに,これらの国の現状にきわめて適応 しているということもあげうるのではなかろうか｡

各国別について述べると,南ベ トナムの国民教育省は普通教育局と技術教育局とに分かれ,

前者は国 ･公立学校における初等 ･中等教育を所管 し,私学教育,農工業教育は後者の所管に

10) 前掲 『各国の地方行政』では,旧仏印三カ国をフランス･グループに入れていないが,これは当然フ
ランス ･グループに属するというべきであろう｡
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属す る｡地方の各州には教育局があるが,初等教育に関す るきわめて軽微な事項を処理す るの

みである｡北ベ トナムについては,資料入手難のため述べない｡

カンボジアの中央教育行政機関11)は国民教育 ･美術省であるが, これにはフランスの国民教

育省 と同様,多 くの委員会,審議会が付置され,行政の民主化がはかられている｡なお,大臣

のもとに行政官である総務長官を置 くこと,多 くの大臣直属の視学官を配す ることなど,いず

れもフランスのや り方をそのまま模倣 している｡1962年10月, この国は国家教育計画庁 という

ものを設け,教育の長期的総合計画の立案にあたらせ ることになった｡地方教育行政機構 につ

いて述べ ると,この国は17の州,五つの市に分けられ,それぞれに初等教育視学と州 (市)基

礎教育官 というものが置かれている｡ これ らの者はそれぞれ一名ない し数名の補佐官をもって

いるが.前者は初等教育に関す る行政,後者は学校外の教育たとえば文盲絶滅のような基礎教

育 (FundamentalEducation)に関す る行政を行なっているのである｡ これ らの職員はすべて

中央によって任命され る国家公務員であり,中央の命令を受け,かつ中央の教育行政当局の出

先き機関として業務を行なうにとどまるのであるO したがって,独 自の権限を行使す るとはい
●●

いがた く, この国の地方教育行政は地方分権的色彩を有す ることとはほど遠い存在であるとい

わなければな らない｡

ラオスの教育行政機構 について述べる｡中央教育行政機関はやはり国民教育省であるが正確

にいえば,国民教育 ･美術 ･青年スポーツ省であり,国民教育,美術,青年スポーツの三総局

によって構成 されている｡教育総局はさらに初等 ･成人教育,咋】等教育,職業技術教育,高等

教育,教員養成の五部に分かれている｡もちろん, この国の教育行政も著 しく中央集権的であ

り,初等教育を除き,すべて中央 において直轄 される｡初等教育は各州に置かれている州初等

教育担当官が所管 し, これを補佐す る視学が比較的大きな州 に限 り,一名ない し数名置かれて

いる｡仏教寺院に設けられている学校は,宗教行政を行なうところの宗務省の所管に属す る｡

人口,雨読の上で 東南 アジア最大の 国であるイン ドネシアの 教育行政機構 について 述べよ

う｡軍部 と共産党,それに回教勢力という三頭の馬を御す るといわれるスカルノ大統領の独裁

政治が行なわれているこの国は,すべての行政は強度の中央集権的色彩12)を有 し,教育行政 に

ついても例外ではない｡他国に例を見ない一つのことは,百人に近い大臣がいることであ り,

各省大臣のほか, 数省の所管事務の調整連絡に任ず る調整大臣 (MinisterCoordinator) とい

う制度が存在す ることである｡教育行政を所管す る省 としては,かつては文部省のみであった

が,現在は基礎教育省,高等教育省,健康 スポーツ体育省,国家研究省があ り,それぞれ大臣

がいるほか,別 に一人の調整大臣が置かれている.なお,教員給与,学校建築,施設等の教育

財政関係の事務は内務省が所管 している｡別 に,学校を所管す る省 としては,中等程度の農業

ll) これについては,カンボジア国民教育省発行の LeMouvementdducatif に詳しい.
12) Dr.Cunningham:TheEducationalSystem ofIndonesia.Djakarta,1957.に詳しい｡
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学校は農業省であり,工業学校は工業省,回教の学校および回教学校の教員養成施設は宗務省

と,まことに繁雑をきわめる｡なおまた,地方の公立小学校の所管省は基礎教育省であるが,

教員の給与その他財政面にわたる問題は内務省によって所管されるが,この点は戦前のわが国

の場合と類似 している｡地方の教育行政組織について述べると,全国を22の州に分け,各州に

教育局がそれぞれ置かれている｡これは,基礎教育省,内務両省の出先機関の性格をもつ｡教

育局は局長が統轄するが,局長は同時に学校視学官という資格をもち,それはまた直接,中央

の指示監督を受ける｡中等教育に関する限 り,教育局長は内務大臣の命令下にはな く,基礎教

育大臣の指揮を受ける｡州はさらに地区に分けられ,現在全国に222の地区が存在する.地区

は小学校の建築,備品等の施設に関する事務を所管するにとどまる｡以上に見 られるように,

インドネシアの教育行政機構は著 しく中央集権的なことのほか,きわめて複雑であり,命令系

統が多岐にわたっている｡本来前に述べた調整大臣という制度は,関係各省の連絡調整を行な

うものなのであるが,このような機関は実際所期の効果を発揮 していないどころか,かえって
●●

制度をいっそう複雑化 し,本来の機能をまひさせ るおそれもあり,非能率的な結果を生 じさせ
●●
がちであるとの批判がつよい｡特に,現在の教育行政関係の調整大臣は前文部大臣であり,各

省大臣をしのぐ勢力をもつため,いたず らに機構の複雑化,命令系統の二元化という現象のみ

著 しく表面に表われている｡なおまた,国全体にまたがる総合的教育計画は,中央に設けられ

ている国家計画会議が所管するのであるが,これがまた教育行政をいっそう複雑にしていると

見 られている｡

最後に,フィリピンの教育行政機構13)について述べる｡この国は,人も知るように古 くはス

ペインの,最近まではアメ リカ合衆国の植民地であった｡それで,独立当初は,主としてアメ

リカ方式の教育行政組織を採用 していた｡ しかし,旧本国たるアメ リカとは,あまりに種々の

事情が異なりすぎており,アメ リカ的地方分権主義はこの国に育つ見込みが当分ないことが明

らかになったので,アメ リカ方式をやめ,この国独特のや り方に踏みきったといわれる｡新た

に採用された方式は,地方分権とは正反対の中央集権的方式であり,その点において,むしろ

最初のこの国の支配者であったスペインのそれに似ているともいわれる｡ この国の行政の特色

は,中央諸機関の権限が強大であること,中央地方を問わず,主要なポス トにあるものは,公

選による職員であることなどであるが,最後の点はアメ リカ方式を採用 したものであろう｡中

央教育行政組織は,大統領府のもとにある一つの省とも見 られる教育部が中央の教育行政の執

行にあたっている｡教育部には教育長官が置かれ,これは内閣の一員であり,大統領が人事委

員会の承認を得て任命するものである｡教育長官のもとに各局の局長,副局長がいるが,これ

は教育長官の推薦にもとづき,大統領が任命する｡その場合,人事委員会の同意が必要とされ

13) 前掲 ComParatiueEducationalAdministration.p.305.
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る｡教育長官は公立諸学校の管理監督にあたるほか,全私立学校,カレッジ,大学における教

育能率の一般的水準を保持する権限を付与されているのである｡なお,1954年には,法律をも

って国家教育委員会 (BoardofNationalEducation) という機関が設置されたO これは,国

全体の教育計画 ･教育政策を審議する大統領直属の機関であって,ここで策定された重要政策

を教育部が実施するということになる｡ この委員会の構成は,委員15名よりなり,委員長は教

育長官が職務上当然その地位につき, 6名は特定の地位にある者で,その地位にもとづいて就

任 し, 8名は各界の代表者 として大統領が任命する｡なおまた,別 に国会によって教科書委員

会というものが設けられているが,これは公立学校で用いられる教科書の選定,承認を行なっ

ている｡ この委員会は,教育長官に勧告を行なうのであるが,一応教育部とは別個の機関とさ

れ,教育長官の一般的監督を受ける｡教育部 自体は,公教育局,私立学校局,公共図書館局,

フィリピン史委員会,国語研究所,国立博物館の部局がある｡大学について述べれば国立大学

はフィリピン大学あるのみであるが,別 に多 くの私立大学,カレッジがある｡フィリピン大学

はまった くアメ リカ方式の大学理事会を設け,大学管理を行なっている｡大学理事会の議長は

教育長官であり,公教育局長,上院の文教委員会委員長,大学総長は職務上当然理事となり,

他の理事中少な くとも4名は大学卒業生のうちから大臣が任命するのである｡人事その他大学

の運営全般にわたる事項はすべてこの大学理事会が行なうこと,予算請求は大学理事会より直

接国会に対 してなされることなど,ことごとくアメ リカの大学管理方式にならっている｡以上

に見 られるように,中央の教育行政機構および大学のそれは,一応整備されており,たとえば

わが国でも一部からしきりに要望されたことのある教科書の検定,採択などを行なう教科書委

員会なるものが,当局からある程度独立 して存在することなど注 目に価 しよう｡

地方の教育行政機構について述べれば,今世紀の初頭にいたるまで,州および特別市(Char-

tered Cities)に 置かれていた 学校区 は, さなが ら アメ リカ合衆国 に見 られる地方教育区

(LocalSchoolDistrict)のごとき存在であった｡ 現在,州は全部で 54置かれているが,そこ

にはそれぞれ地区教育長がいる｡ これは中央の教育長官の勧告によって任命され,あたかも教

育長官の地方 における代理者というような立場にある｡地区教育長は州内のすべての学校の人

事権,学校の設置廃止の権限を有する｡地区教育長はさらに州をい くつかの学校区に分けてい

るが,これは原則として一つない し数個の町村- 学校区にまとめられている｡学校区内の学

校は第一次的には学校区視学の監督を受け,第二次監督は地区教育長の部下である地区視学に

よって行なわれる｡特別市は現在七つあり, ここにもそれぞれ教育長が置かれている｡ これ

は,地区教育長よりも多 くの権限が与えられている｡マニラ市,ケソン市の両特別市の教育長

は国家公務員であり,大統領が人事委員会の同意を得て任命する｡以上に見 られるように, 独

立以前はともか く,現在においては, この国の地方教育行政組織はむ しろ地方分権的色彩が希

薄であり,教育行政組織全体についていえば,前述のように中央集権的方式を採用 しているこ
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とが著 しく見 られるのである｡ しかしながら,この国においても,現在の中央集権的方式を修

正 し,徐々に地方分権的や り方に移行 し,たとえば州や特別市の教育行政権の強化をはかろう

とする動きが存在することをここで 指摘 しておこう｡14) なお一言するが,フィリピンの教育行

政機構はかなり整備されていることは事実であるが,一つの欠点は,中央の教育行政諸機関の

相互間の連絡調整が必ず しも円滑にいっておらず,そのため地方に対する連絡指示等もバラバ

ラに行なわれることが少な くないといわれていることである｡特に,このようなことは教育財

政の面において著 しい｡この点 と,現在の中央集権に偏 したやり方についての再検討は現在重

要な問題であると考えられている｡

4 結 語

以上で,東南アジア八カ国それぞれの中央地方の教育行政機構の素描を試み,またそれぞれ

の特徴や問題点についても一応述べ終わった.総括的にいうならば,ある国たとえばタイやフ

ィリピンの教育行政機構は 部分的にはわが国 のそれに比 して, まさるとも劣 らないほど整備

されたものが見 られる｡ しか し, これらの国の置かれている教育の現状と対比 して見 るなら

ば,ひとり行政機構のみが整備され,教育行政の実際やなおまた教育自体については,まだま

だ後進的現象が多 く,教育行政機構と教育の進展情況との間に大きな政行的状態が存在するこ

とは,前にくりかえし述べたところである｡そしてまた,教育行政機構の整備が相当程度見 ら

れる理由は,教育に対する一般的熱意が高いことにもとづ くが,特に国家の教育関与の度合い

の強大なことに起因することも前に述べたところである｡機構の整備必ず しも不可ではないの

であるが,これのみにとどまるべきではな く,さらに教育制度そのものの整備 ･充実,そして

終局的には教育そのもの 振興普及に大いに 力をいたす 必要がつよく存在するというべきであ

る｡各国別の教育行政機構について述べたさい,著 しい共通的現象と見 られるものは,強度の

中央集権主義的体制であった｡ これも,教育についての国家関与の皮合いの強いこと,新興国
●●

家において一般的に見 られがちの現象であるといえるが,教育民主化という建前からいえば,

順次地方分権主義体制-の移行 ということも考えられるであろう｡つぎに,現在東南アジア諸

国の教育行政機構は,いずれも学校行政に傾斜がかかりすぎ,社会教育行政に関 して,それほ

ど考慮が払われていないように見受けられる.学校教育に多 くの重点を置くことは,一般に新

興国家の常であり, また公教育 自体, 学校教育がそのほとんどすべてであると考えられるの

で,そのこと自体無理からぬことと思われるが,今後は成人教育のどとき社会教育にいっそう

の配意を加えることが必要とされるであろう｡またそのための行政機構の整備が当然考慮され

るのである｡

14) 前掲 ComParativeEducationalAdministration.p.306.
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